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○越前町合併処理浄化槽維持管理事業補助金交付要綱  

平成 29年 3月 23日  

告示第 21号  

（趣旨）  

第１条  この告示は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、 合

併処理浄化槽の適正な維持管理を行うものに対し、浄化槽の維持管理

等に係る費用の一部を補助することについて必要な事項を定める。  

（用語の定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号

に定めるところによる。  

（１）  合併処理浄化槽  浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下

「法」という。）第２条第１号に規定する浄化槽（浄化槽法の一部

を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）附則第２条の規定に

より浄化槽とみなされたものを除く。）であって、生物化学的酸素

要求量（以下「 BOD」という。）除去率９０％以上、放流水の BODが

２０ mg／ L（日間平均値）以下の機能を有するとともに、合併処理浄

化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日衛

浄第３４号）に適合するものをいう。  

（補助対象区域）  

第３条  この告示において、補助の対象となる区域は、公共下水道の事

業計画区域及び農業集落排水、漁業集落排水の認可区域以外の区域と

する。  

（補助対象者）  

第４条  補助金の交付を受けることができる者は、補助対象区域にある

住宅（店舗併用住宅及び集合住宅を除く。）に設置されている合併処

理浄化槽を管理する者で、次の各号に掲げる全ての条件を満たす者と

する。  

（１）  法第１０条第１項に規定する浄化槽の清掃及び浄化槽の保守

点検（以下「清掃及び保守点検」という。）を行っていること。  
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（２） 法第７条又は法第１１条に規定する水質に関する法定検査（以

下「法定検査」という。）を行っていること。  

（３）  自治会館等（自治会が設置する自治会館、公民館又は多目的

集会場をいう。）に設置された合併処理浄化槽を維持管理している

者  

（４）  浄化槽設置場所に住民登録がある者  

（５）  町税等の滞納がない者  

（補助金交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、越前町合併処理浄化槽維持管理事業補助金交付申請書兼実績報告

書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の書類を添付して町

長に提出しなければならない。  

（１）  清掃及び保守点検を実施したことが確認できる記録簿の写し

並びに清掃及び保守点検に要した費用が確認できる領収書又はその

写し  

（２）  法定検査の検査結果を確認できる書類の写し及びこれに要し

た費用が確認できる領収書又はその写し  

（３）  その他町長が必要と認めた書類  

２  前項の申請は、合併処理浄化槽１基につき毎年度１回と する。  

（補助額）  

第６条  補助金額は、当該年度内に行った前条第１項に規定する清掃

及び保守点検並びに法定検査の費用を合算して得た額から、下水道使

用料相当額を除いた額とする。  

（交付決定及び通知）  

第７条  町長は第６条に規定する申請書を受理したときは、その内容を

審査し、適当と認めたときは、越前町合併処理浄化槽維持管理事業補

助金交付決定通知書（様式第２号。以下「通知書」という。）により

申請者に通知する。  

（補助金の請求）  
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第８条  前条の規定により通知書を受けた者は、補助金交付請求書（様

式第３号）を町長に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

第９条  町長は、虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受

けようとし、又は受けた者があったときは、補助金の交付決定を取り

消し、既に交付された補助金を返還させることができる。  

（その他）  

第１０条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定

める。  

附  則  

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第５条関係）  

様式第２号（第７条関係）  

様式第３号（第８条関係）  

 


